
児童扶養手当支給額（父または母と子ども1人世帯の場合）

収入額
（年額）

支給額
（月額）

130万円未満【全部支給】　42,290円

130万円以上
365万円未満

【一部支給】　42,280円～9,980円
　　　　　　※収入に応じて支給

児
童
扶
養
手
当

　

父
母
の
離
婚
等
に
よ
り
、
父

ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
な
い
18
歳
ま
で
の
児
童

（
障
害
の
あ
る
児
童
は
20
歳
未

満
）を
養
育
し
て
い
る
ひ
と
り

親
家
庭
等
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の
増

進
の
た
め
支
給
さ
れ
ま
す
。

受
給
資
格
者

　

次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る

方（
母
・
生
計
を
同
じ
く
す
る

父
ま
た
は
養
育
者
）は
、
申
請

に
よ
り
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

① 

父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
ま

た
は
母
と
一
緒
に
生
活
を
し

て
い
な
い
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③ 
父
ま
た
は
母
に
重
度（
国
民

年
金
の
障
害
等
級
１
級
程

度
）の
障
害
が
あ
る
児
童

④ 

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら

か
で
な
い
児
童

⑤ 

そ
の
他（
父
ま
た
は
母
が
引

き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
・
拘

禁
さ
れ
て
い
る
児
童
な
ど
）

※ 

①
か
ら
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
で
も
、
日
本
国

内
に
住
所
が
な
い
と
き
や
労

災
・
公
的
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
、
一
定
額

以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
な

ど
は
、
手
当
が
支
給
さ
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
第
２
子

　

 
全
部
支
給
月
額
1
0
，
０
０

０
円
、
一
部
支
給
月
額
９
，

９
９
０
円
〜
５
，
０
０
０
円

を
加
算（
所
得
に
応
じ
て
決
定
）

●
第
３
子
以
降

　

 

全
部
支
給
月
額
６
，
０
０
０

円
、
一
部
支
給
月
額
５
，
９

９
０
円
〜
３
，
０
０
０
円
を

加
算（
所
得
に
応
じ
て
決
定
）

健
康
こ
ど
も
課
こ
ど
も
班

☎（
82
）３
４
０
０

　

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
手
当
を
受

け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ひとり親家庭等医療費等助成･施設使用料の減免
　ひとり親家庭の父または母とその児童（18歳に達する日以降の最初の3月31
日までの方）に対し、医療費等の助成や施設使用料の減免を行っています。

◎医療費助成

　医療機関等で支払った自己負担額から、一部負担額を差引いた額

　（事前申請が必要で、一定の所得制限があります。）

　持ち物　印かん、保険証、保護者の預金通帳

◎施設使用料の減免

　対象施設の個人使用料の一部

　 対象施設　•光B&G海洋センター（プール・2階健康ルーム）
　　　　　•光しおさい公園（テニスコート）
　　　　　•ふれあい坂田池公園（テニスコート・陸上競技場）
　 減免額　通常料金の2分の1
　 持ち物　印かん、保険証

健康こども課こども班　☎82－3400

提
出
を
忘
れ
ず
に

提
出
期
間　

８
月
１
日（
火
）〜
31
日（
木
）

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
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